
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 
 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 
筑後警察署協議会 

 
開催年月日時 

 令和７年２月２７日 午前１０時３０分 から 
 令和７年２月２７日 午前１１時３０分 まで 

 

  

 
開 催 場 所          筑後警察署３階大会議室  

 

出 席 者        

警察署協議会 会長以下８名 

 

  

 

警 察 署        
署長、副署長、総務課長、会計課長、生活安全

課長、刑事課長、交通課長、警備課長、地域課

長、大川警部交番所長、総務第二係長 
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【会長挨拶（要旨）】 
 〇 昨今、様々な事件事故、特に詐欺事件が多く発生しているが、私も情報収集

しながら勉強をしているところである。 
 〇 警察の方は、日々の業務に尽力していることと思うが、私たち県民からも、

警察の方に対して積極的な情報提供を行い、防犯のお手伝いができたらと考え

ている。 
 
【署長挨拶（要旨）】 
〇 委員の皆様に対しては、日頃からの警察活動に御支援と御協力をいただき、

御礼申し上げる。 

○ 今後とも、警察活動に対して、何かお気づきの点があれば、忌憚のないご意

見を聞かせていただきたい。 

〇 この後、昨年中における当署の情勢報告等をさせていただく。 

 
【報告事項等】（署長） 
１ 令和６年中の治安情勢（県下及び管内） 
 ⑴ 刑法犯認知件数、検挙件数及び検挙人員 
 ⑵ 詐欺事件の発生状況 

ア 特殊詐欺 
イ ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺   

⑶ 人身安全関連事案の発生状況 

 ア ストーカー、ＤＶ関連事案 

 イ 児童虐待事案 

 ウ 行方不明事案 
⑷ 交通事故発生件数、交通事故死者数及び高齢者関連事故数 
⑸ 主な取組事項 

 ア 筑後市、大川市及び大木町との被害者支援協定の締結 

 イ 九州大谷短期大学との安全・安心まちづくり協定の締結 
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２ 令和７年福岡県警察運営指針及び活動重点 
 ⑴ 運営指針について 
 ⑵ 活動重点について 
 
３ その他警察署の取組紹介 
 ⑴ 福岡県出身のアイドルと協力した交通安全運動の実施 
 ⑵ 定期的な若手職員に対する指導及び教養 
 
【質疑応答】 
 〇 委員から「若手警察官の育成について、いかがお考えか。」旨の質疑があり、

署長から「若手警察官にも個人差があるが、例えば、指示待ち人間になったり、

積極性に欠けるといったことのないよう、指導をする側と受ける側の双方向の

コミュニケーションを念頭に置き、その指導方法の在り方を試行錯誤しなが

ら、日々の若手育成に取り組むことが重要であると考えている。」旨回答した。 
 
 〇 委員から「現在も、ＳＮＳに関連する詐欺が多く発生している。」旨の意見

があり、署長から「私自身も、新聞やテレビ等では、頻繁に詐欺事件に関する

内容を目にしている。被害者の中には、報道を希望しない方もおり、全てを広

報できるわけではないが、犯行手口の巧妙化が進み、危機的な状況にあること

から、警察としては、積極的な広報を行うとともに、被害に遭わないための防

犯活動を強力に推進していきたい。」旨回答した。 
   加えて、署長から「電話やＳＮＳ等でお金の話が出た場合は、一旦話をスト

ップさせ、まずはご家族や知人、警察などへ相談したり、海外からの電話の遮

断措置やＬＩＮＥの設定変更をするなどの防犯対策をとっていただきたい。」

旨回答した。 
 
  



 


